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キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
事
業
者
が
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
を
付
与
し
た
経
費
に
対
す
る
補
助
金
の
金
額
は
、
当
該
補
助
金
に
係
る

補
助
事
業
者
と
し
て
公
募
手
続
を
経
て
決
定
し
た
一
般
社
団
法
人
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
推
進
協
議
会
（
以
下
「
補
助
金
事
務
局
」

と
い
う
。
）
が
定
め
る
「
第
二
弾
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト 

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
付
与
補
助
公
募
要
領
」
（
以
下
「
公
募
要
領
」
と
い

う
。
）
に
お
い
て
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
事
業
者
単
位
で
把
握
し
た
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
付
与
数
及
び
各
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス

決
済
事
業
者
に
お
け
る
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
失
効
率
（
公
募
要
領
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
算
定
方
法
に
従
い
、
一
定
の
期
間
に

各
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
事
業
者
が
発
行
し
た
ポ
イ
ン
ト
数
の
う
ち
、
有
効
期
間
を
過
ぎ
て
失
効
し
た
も
の
の
割
合
と
し
て
算

出
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
各
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
事
業
者
に
お
け
る
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
利
用
率
（
各
キ

ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
事
業
者
が
発
行
し
た
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
、
同
ポ
イ
ン
ト
発
行
開
始
後
の
発
行
総
数
の
う
ち
、
利
用
さ
れ

た
も
の
の
割
合
と
し
て
算
出
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
基
に
算
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
マ
イ
ナ
ポ

イ
ン
ト
の
付
与
数
に
つ
い
て
は
、
各
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
事
業
者
か
ら
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
込
数
に
応
じ
て
付
与
さ
れ
た

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
数
と
し
て
報
告
さ
れ
た
も
の
が
、
補
助
金
事
務
局
に
お
い
て
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
事
業
者
単
位
で
把
握

し
て
い
る
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
込
数
に
応
じ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
を
確
認
し
て
お
り
、
各
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
事
業
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者
に
お
け
る
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
失
効
率
及
び
各
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
事
業
者
に
お
け
る
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
利
用
率
の
算

出
に
当
た
っ
て
は
、
公
募
要
領
に
お
い
て
、
公
認
会
計
士
等
の
確
認
を
求
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
不
正
な
請
求

の
事
実
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、
補
助
金
事
務
局
に
お
い
て
、
当
該
不
正
な
請
求
に
係
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
事
業
者
に

対
し
て
補
助
金
の
返
還
を
求
め
る
等
の
対
応
を
行
う
と
と
も
に
、
政
府
に
お
い
て
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
補
助
金
事
務
局
に
対
す
る
補
助
金

の
交
付
の
決
定
の
取
消
し
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
な
る
。 


